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空き家対策の進捗状況（令和２年３月末時点）の概要 

 

１ 取組指標 

【各取組指標に対するＲ元年度末時点の状況】 

項目 Ｈ29 年度末 Ｈ30 年度末 Ｒ元年度末 指標 達成年度 

地域の空き家相

談員への相談件

数（年間） 

１，０５３件 ８８６件 ９７１件 １，５００件 毎年 

専門家派遣の派

遣件数（年間） 
６１件 ９２件 ８１件 ８０件 毎年 

地域主体の空き

家対策に取り組

んでいる学区数 

（累計） 

７９学区 １０７学区 １４１学区 

１００学区 H３０年度末 

全学区 
H３５年度末 

(Ｒ５年度末) 

通報のあった管

理不全空き家の

解決率（累計） 

４３．５％ ４８．１％ ５３．４％ １００％ 
H３８年度末 

(R８年度末) 

市場に流通して

いない空き家の

増加の抑制 

（調査時点） 

４５，１００戸 

（※１） 

４５，１００戸 

（※１） 

４５，１００戸 

（※２） 

推計６８，７００戸 

⇒５５，０００戸に抑制 

H３５年 

（R５年） 

※１ 平成２５年住宅・土地統計調査の結果 

※２ 平成３０年住宅・土地統計調査の結果 

 

  

資料２  
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２ 令和元年度に実施した主な事業 

⑴ 地域の空き家相談員制度 

    研修を受けた不動産事業者を「地域の空き家相談員」として登録し，無料で所有者等の空き家

に関する相談に応じるなど，令和２年４月現在２７３名の相談員に活動いただいています。令和

元年度は，地域の空き家相談員が幅広く提案を行えるよう，スキルアップにつながる研修を実施

しました。 

  【令和元年度相談実績（相談員アンケートの回答による(令和２年３月３１日時点)）】 

相談件数 ９７１件 

流通件数 ３２８件 

契約件数 ２８８件 

相談員登録者数 
２７３名 

（令和２年４月時点） 

【相談員による空き家相談会の開催実績（京都市主催又は共催のもの）】 

開催年月 開催場所 相談組数 

平成 29 年 2 月 右京区役所 ２組 

      2 月 上京区役所 ２組 

      ３月 北区役所 ５組 

     １０月 上京区役所 ９組 

     １１月 山科区役所 ６組 

平成 30 年 ７月 北区役所 ８組 

     １２月 下京区役所 ４組 

令和 元年 ９月 左京区役所 ６組 

     １０月 伏見区役所 ５組 

 

  平成２９年１２月から，区役所・支所に定期的な空き家相談窓口を設置し，市民等からの空

き家に関する相談に応じていただいています（月１回設置）。 

開設時期 開設会場 

平成２９年１２月 北区 

平成３１年 ４月 伏見区 

令和 元年１０月 左京区，下京区，右京区 

令和 ２年 ４月 上京区，中京区，山科区，南区，深草支所，醍醐支所 

 

⑵ 専門家派遣制度 

空き家を活用・流通させようとする場合に，助言や情報提供等を行う専門家（建築士及び地域

の空き家相談員）を無料で派遣しています。令和２年度からは，司法書士にもご協力いただいて

います。 

 

＜地域の空き家相談員による 
空き家相談会＞ 
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   【派遣実績】 

年度 派遣件数 

H２６ ３０件 

H２７ ６３件 

H２８ 57 件 

H２９ ６１件 

H３０ ９２件 

R1 ８１件 

 

⑶ 地域主体の空き家対策 

     地域主体の空き家対策に計１４１学区で取り組んでいただいており，各地域団体において，おし

かけ講座の受講，まち歩きによる空き家調査，空き家マップの作成，空き家所有者向け相談会，空

き家所有者への活用提案など，様々な地域主体の空き家対策が展開されています。 

     令和元年度には，左京区静原学区や中京区朱雀第七学区が新たに空き家対策の取組を開始しまし

た。 

    【取組の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【取組地域】 

行政区 取組学区／全学区 学区名又は団体名 

北区 １８／１８ 全ての学区 

上京区 １７／１７ 全ての学区 

左京区 ２４／２８ 聖護院学区，浄楽学区，葵学区，鞍馬学区を除く全ての学区 

中京区 １２／２３ 

梅屋学区，銅駝学区，竹間学区，朱雀第一学区，朱雀第三学区，乾

学区，明倫学区，朱雀第六学区，生祥学区，城巽学区，柳池学区，

朱雀第七学区 

東山区 ９／１１ 
六原学区，粟田学区，今熊野学区，有済学区，月輪学区，新道学

区，修道学区，貞教学区，清水学区 

山科区 １３／１３ 全ての学区 

下京区 ５／２３ 有隣学区，修徳学区，菊浜学区，光徳学区，大内学区 

＜空き家相談会＞ ＜まち歩きによる空き家調査＞ 
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南区 １／１５ 唐橋学区 

右京区 ２６／２７ 
常盤野を除く全学区 

※京北は６学区として計上している 

西京区 ７／１７ 
新林学区，竹の里学区，境谷学区，福西学区，川岡学区，桂川学

区，松陽学区 

伏見区 ９／３５ 
砂川学区，稲荷学区，深草学区，藤森学区，桃山学区，桃山東学

区，淀学区，醍醐学区 

合計 １４１／２２７  

 

⑷ 重点取組地区における空き家調査及び所有者への働き掛け 

平成 28 年度から平成 30 年度まで交通利便性などを考慮し，空き家に対する需要が高いと考え

られる地域を重点取組地区に設定し，当該地区の空き家の所有者に対して，アンケート・チラシの郵

送や電話といった直接的な方法により，活用・流通を働き掛ける取組を実施していました。 

令和元年度は，これまでに設定した重点取組地区の空き家所有者への働き掛け及び平成 30 年度

に本市が実施した空き家実態調査の対象学区のうち，6 学区を対象に空き家所有者へ働き掛けを実

施しました。 

 

【令和元年度の取組内容】 

① 重点取組地区として，平成 28年度・29年度・30年度にアンケート・ヒアリング・個別訪問

等を実施したが活用に至らなかった空き家所有者を対象に，建物の活用状況等に関するアンケー

トや空き家活用に向けた啓発文書の送付，架電により活用を働き掛けました。 

② また，平成 30年度に本市が実施した空き家実態調査の対象学区（市内２６学区）のうち，指

定した６学区の空き家所有者に対して，建物の活用状況等に関するアンケートや空き家活用に向

けた啓発文書の送付，架電により活用を働き掛けました。 

   なお，６学区を除いた２０学区については，建物の活用状況等に関するアンケートや空き家活 

用に向けた啓発文書の送付により実態把握を行いました。 
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⑸ 「空き家の更なる活用促進に向けた抜本的な空き家対策」の推進 

令和元年８月に，京都市空き家等対策協議会において取りまとめた「空き家の更なる活用促進

に向けた抜本的な空き家対策」に基づき，空き家のより一層の活用や放置空き家の発生の抑制を

図ることとしています。 

【抜本的な空き家対策】 

ア 地域主体の空き家対策の充実 

   空き家問題を地域が「自分ごと」，「みんなごと」として取り組めるよう，引き続き，地域主

体の空き家対策の更なる地域の拡大や取組の充実を図ります。 

 

イ 空き家問題に関わる各種専門団体との連携 

    各種専門団体との連携について，更なる連携強化に向けて検討します。 

 

ウ 管理不全空き家の敷地の固定資産税住宅用地特例の解除 

     住宅用地特例の適用の適正化を進めるため，本市条例に基づき，管理不全状態にある空き家

を対象とし，「今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合」について，税部局

において本市独自基準を設け，令和２年度課税分から特例解除を行っています。 

      また，令和２年度以降は，水道閉栓期間が長いものから順次，空き家調査を実施し，住宅用

地特例解除の取組を拡大していきます。 

 

エ 市民の安心安全を確保する徹底した危険空き家対策 

      市民から通報があった管理不全空き家について，引き続き，所有者への意識啓発及び指導等

業務の強化・迅速化を図っていきます。 
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⑹ 管理不全空き家に係る調査業務等において，民間の力の更なる活用 

      市民から通報があった管理不全空き家の現地調査，所有者調査などの調査業務において，民間

の力を更に活用することにより，迅速化を図っています。 

  【実績】 

   ＜事業者と連携した現地調査＞ 

    通報のあった空き家の現地調査（一次調査）を事業者が実施。 

年度 件数 

R1 ２０７件 

 

＜専門家と連携した現地調査＞ 

    現地調査及び管理不全状態の判定を専門家（建築士）が実施。 

年度 件数 

H26 ５００件 

H27 ４５０件 

H28 ４００件 

H29 ４００件 

H30 ３００件 

R1 １９２件 

 

 ＜事業者と連携した空き家のパトロール調査＞ 

管理不全状態が解消したが再発する恐れのある空き家について，現地調査を実施 

年度 件数 

H29 ５５０件 

H30 ５５０件 

R1 ５５０件 

 

   ＜専門家と連携した所有者調査＞ 

    所有者調査の一部を専門家（司法書士や行政書士）が実施 

年度 件数 

H28 ５１件 

H29 ５１件 

H30 ４１件 

R1 １８１件 
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⑺ 空家特措法に基づく略式代執行の実施 

   令和２年２月に，倒壊の恐れが高く，著しい管理不全状態にあった空き家について，空家等対策

の推進に関する特別措置法に基づき，事前公告のうえ略式代執行を実施し，当該空き家の解体撤去

を行いました。 

 

 【代執行着手前の状況】 

  

 

  【代執行終了後の状況】 
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３ 計画に基づく空き家対策の実施状況 

区分 項目数 

うち 

検討中 着手済み 

空き家の発生の予防 ４ ０ ４ 

活用・流通の促進 １２ １ １１ 

適正な管理 ６（１） １ ５（１） 

跡地の活用 ２（１） ０ ２（１） 

共通する施策 ４（１） １ ３（１） 

合計 ２８（３） ３ ２５（３） 

  ※項目数は，再掲の項目を含む。括弧内の数字は，再掲の項目数。 


